
道路運送法第９条第４項及び 
同法施行規則第９条第２項に掲げる協議が調っていることの証明書（案） 

 
１． 協議が調っている路線又は営業区域 
（系統新設に係る路線） 

０１系統 善行駅東口～亀井野団地～善行駅東口（４．６ｋｍ） 

０２系統 善行駅東口～立石公園～善行駅東口（３．４ｋｍ） 

０３系統 フジスーパー前～立石神社～フジスーパー前（６．９ｋｍ） 

（別紙１ 路線・系統図のとおり） 

 
２． 協議が調っている運行系統又は運送の区間 
（変更） 

０１系統 善行駅東口～亀井野団地～善行駅東口（４．６ｋｍ） 

０２系統 善行駅東口～立石ハイツ～善行駅東口（３．４ｋｍ） 

（新設） 
０３系統 フジスーパー前～立石神社～フジスーパー前（６．９ｋｍ） 

（別紙１ 路線・系統図のとおり） 

 
３． 運行系統毎の運行回数 

０１系統 午前 ９時～午後５時、８回 

０２系統 午前 ９時～午後５時、８回 

０３系統 午前１０時～午後４時、６回 

 
４． 車両概要 

・乗車定員  １０人以下 
・使用車両数 別紙２（運行事業者毎） 
・予備車   一般乗用旅客自動車運送事業に使用する車両と兼用 

 
５． 運行の態様について 

道路運送法第４条及び第２１条による乗合運送許可（路線定期運行型） 

 
６． 協議が整っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法 

大人（中学生以上）     ：２５０円 

小人（未就学児除く中学生未満） ：１３０円 

幼児（未就学児）   ：大人１人につき２名まで無料 
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７． 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 

 
（１）適用する期間 

・道路運送法第 21 条による許可は、平成２８年１月３１日迄とし、道路運送

法第 4 条の許可が認められた時点で廃止の手続きを行う。 

 
（２）その他条件 

・フジ交通株式会社、株式会社 湘南相中の２社での共同運行を行う。 
・停留所を追加する場合の藤沢市地域公共交通会議の議決によらず実施し、報

告については、事後的に対応する。 
・運行回数について、２０％以内の変更については、藤沢市地域公共交通会議

の議決によらず実施し、報告については、事後的に対応する。 
・車両については、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造

及び設備に関する基準」の適用除外とする。 
・運行を行う交通事業者及び藤沢市は、関係する地域の住民に対して時刻表等

の必要な情報を事前に提供する。 

 
 

        平成２７年（２０１５年）７月１７日 

藤沢市地域公共交通会議 

会 長   岡村 敏之  

  



路線・系統図 

運行ルートおよび停留所 
  

01 系統 02 系統 03 系統 

善行駅東口 善行駅東口 新設 1（フジスーパー前） 

善行市民センター前 善行市民センター前 新設 2-1（善行駅西口下） 

新設 3-2（藤沢翔陵高校前） 八洲台 3 の通 善行駅東口 

立石市民の家 伊勢山辺中央 亀井野団地 

俣野子どもの家 伊勢山辺坂下 渋沢台 

亀井野住宅 水道みち下 新設 4（水道みち入口） 

亀井野公園 立石公園 新設 5（立石住宅１） 

亀井野団地 立石ハイツ B 棟 新設 6（立石住宅２） 

渋沢台 立石ハイツ E 棟 新設 7（立石神社下） 

新設 3-2（藤沢翔陵高校前） 新設 3-2（藤沢翔陵高校前） 立石公園 

善行市民センター前 善行市民センター前 立石ハイツ B 棟 

善行駅東口 善行駅東口 立石ハイツ E 棟 

  

  

新設 3-1（藤沢翔陵高校前） 

善行市民センター前 

善行駅東口 

新設 2-2（善行駅西口下） 

新設 1（フジスーパー前） 

別紙１ 

     ：01 系統 

     ：02 系統 

     ：03 系統 

起点 

終点 

     ：01 系統 

     ：02 系統 

     ：03 系統 

     ：新規停留所 



 

 

使用車両概要 

事業者１ 

 
１ 所有者：フジ交通株式会社 

 
２ 車両使用台数根拠 
 標準的に使用する定員１０人の車両の他、予備車を定員で２両相当分の台数を必

要台数とします。 

 
３ 使用車両（フジ交通株式会社） 
専属車 乗車定員１０人× １両（一般乗合旅客自動車運送事業専用で用いる） 
予備車 乗車定員１０人× １両（一般乗用旅客自動車運送事業兼用で用いる） 
予備車 乗車定員 ５人× ２両（一般乗用旅客自動車運送事業兼用で用いる） 

 

 

事業者２ 

 
１ 所有者：株式会社湘南相中 

 
２ 車両使用台数根拠 
 標準的に使用する定員１０人の車両の他、予備車を定員で２両相当分の台数を必

要台数とします。 

 
３ 使用車両（株式会社湘南相中） 
専属車 乗車定員５人× ２両（一般乗用旅客自動車運送事業兼用で用いる） 
予備車 乗車定員５人× ２両（一般乗用旅客自動車運送事業兼用で用いる） 

 

別紙２ 


